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稲沢市市民参加条例に規定する市民参加手続の平成 28年度実施状況 

について（報告） 
 

 

１ はじめに 

稲沢市市民参加条例（以下「条例」という。）第 10 条の規定では、市民参加手続の対

象となる施策毎に、「市民参加の実施予定、実施状況及びその結果を公表しなければなら

ない。」と定めています。 

また、市民参加をより推進していくためには、市民と市の双方が市民参加の現状を情

報共有することが必要であり、特に市職員が全庁的状況を把握することは、市が市民参

加の推進に真摯に取り組むために欠かせません。 

そこで、各部課を対象に、平成 28年度の市民参加手続の実施状況を調査しました。 

なお、条例の適用外ではありますが、法令の規定により実施するもの（条例第６条第

２項第１号）についても市民参加の取組と言えることから、調査対象に含めました（下

記【表１】参照）。 

その結果、11 課の 20 事業において、23 件の市民参加手続が実施されたことが分かり

ました。 

 

 【表１】調査対象 

条例を適用する

もの 

市民参加手続を

実施 

第６条第１項 

⑴ 市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項

を定める計画等の策定又は変更 

⑵ 市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課

し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする

条例の制定又は改廃 

⑶ 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼ

す制度の導入又は改廃 

⑷ 公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基

本計画等の策定又は変更 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、特に市民参加手続を経

ることが適当と認められるもの 

調 

査 

対 

象 

と 

し 

た 

も 

の 

市民参加手続を

実施しない 

第６条第１項ただし書 

「緊急その他のやむを得ない理由があるとき」 

⇒（注）同条第３項により、実施しなかった理由を公表 

条例を適用しな

いもの 

市民参加手続を

実施 

第６条第２項 

⑴ 法令の規定により実施の基準が定められており、そ

の基準に基づき行うもの 

市民参加手続を

実施しない 

第６条第２項 

⑵ 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの 

⑶ 市の機関内部の事務処理に関するもの 
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２ 市民参加の対象別実施状況 

市民参加手続を実施した事務事業について、前述の調査範囲により市民参加の対象別

に区分すると【表２】のとおりになります。また、その事務事業名については【表３】

のとおりです。 

 

 【表２】市民参加手続を実施した事務事業数 

条例条項等 市民参加の対象 事 務 事 業 数  構成比（％） 

第
６
条
第
１
項
（
市
民
参
加
の
対
象
） 

第１号 
市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項

を定める計画等の策定又は変更 
１５ ７５ 

第２号 

市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課

し、若しくは市民の権利を制限することを内容とす

る条例の制定又は改廃 

０ ０ 

第３号 
広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼ

す制度の導入又は改廃 
０ ０ 

第４号 
公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基

本計画等の策定又は変更 
１ ５ 

第５号 
前各号に掲げるもののほか、特に市民参加手続を経

ることが適当と認められるもの 
４ ２０ 

第６条第２項第１号 他の法令等により、市民参加手続を実施するもの ０ ０ 

計 ２０ １００ 

 

 【表３】市民参加手続を実施した事務事業 

条例条項等 事務事業名 

第
６
条
第
１
項 

第１号 

第６次稲沢市総合計画策定事業、行政改革推進事業、 

稲沢市まち・ひと・しごと創生総合戦略、公共施設等総合管理計画策定事業、

公共施設の使用料設定にあたっての基本方針、 

第 10次稲沢市交通安全計画策定事業、地域防災計画修正事業、 

子ども・子育て会議、観光基本計画策定事業、環境基本計画進捗管理事業、 

男女共同参画プランⅡ（第２次改訂）、生涯学習推進計画、 

史跡尾張国分寺跡保存整備計画、第 2次子どもの読書活動推進計画、 

図書館運営事業 

第４号 国府宮駅再整備検討調査業務 

第５号 
快適で住みよいまちづくり条例推進事業、 

違反簡易広告物除去事業、交通環境改善検討調査業務、道路維持管理事業 
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３ 市民参加の手続別実施状況 

市民参加手続の具体的な方法は、条例第７条に定められています。 

第１号に「審議会等の設置」、第２号に「パブリック・コメント手続」、第３号に 

「ワークショップ手続」、第４号に「公聴会手続」、第５号に「アンケート調査」が定め

られているほか、第６号で「前各号に掲げるもののほか、実施機関が市の施策等の企画

立案、実施及び評価のそれぞれの過程において適当と認める方法」と定め、前述の５手

続以外であっても適用できることとしています（例：インタビュー（ヒアリング）、作文・

アイデア等の募集など）。 

以上を踏まえて、平成 28年度に実施した市民参加手続の方法及び実施件数を見てみる

と、【表４】のとおり、５つの方法で 23 件実施されました（第６号「その他」も１つの

方法として集計）。 

手続別の件数を見てみると、第１号の「審議会等の設置」が 12件と最も多く、全体の

約５割を占めています。 

   

【表４】市民参加手続の方法及び実施件数 

条例条項等 

 

市民参加手続の方法 

 

実施件数 

（）内は 27年度 

構成比（％） 

 

第
７
条
（
市
民
参
加
手
続
の
方
法
） 

第１号 審議会等の設置 １２（１１） ５２．２ 

第２号 パブリック・コメント手続 ３（４） １３．０ 

第３号 ワークショップ手続 １（２） ４．４ 

第４号 公聴会手続 ０（２） ０．０ 

第５号 アンケート調査 ４（３） １７．４ 

第６号 

インタビュー（ヒアリング） ０（２） ０．０ 

作文・アイデア等の募集 ０（２） ０．０ 

その他 ３（３） １３．０ 

計 ２３（２９） １００．０ 

 

４ まとめ 

今回の調査結果から分かった課題等について、次のとおり整理しました。 

 ⑴ 市民参加手続の実施について 

１つの事務事業につき複数の市民参加手続を併用した事業数は３事業で、昨年度（５

事業）から減少しています。 

市民参加手続の実施に当たっては、対象となる施策等の内容、企画立案、実施及び

評価のそれぞれの過程に適した方法を選択し、できるだけ多くの市民が参加しやすく

なるよう工夫して実施することを求めています。 

複数の方法を併用することは、市民からより広範に意見等を求めることに繋がるた

め、市政への市民参加の推進を図る上で有効な手段です。 

そのため、条例で規定している手続以外に、「その他適当と認める方法」についても

新たな手法を検討し、既存の手続と組み合わせるなど、複数の方法の併用について検

討していくことも必要ではないかと考えます。
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 ⑵ 「審議会等の設置」について 

実施件数が１２件と最も多かった「審議会等の設置」については、条例の趣旨に沿

い、実施に当たって、委員の公募、会議の公開、会議録の公表を求めています。 

今回の調査結果では、【表５】のとおり、会議の公開及び会議録の公表については実

施率が高く、実施担当課の意識の高さが表れた結果となりましたが、委員の公募につ

いては十分とは言い難い結果でした。 

市内の関係団体等からの推薦によって委員を選任しているケースが主な理由ですが、

できるだけ多くの市民が参加しやすいよう、公募市民枠を設けるなど工夫して実施し

ていく必要があります。 

また、女性委員の登用促進や開催時間の工夫など、会議を運営するに当たり、より

多くの市民が参加できる条件及び環境を整えることも重要と考えます。 

 

【表５】審議会等における項目別実施状況 

項 目 実 施 未実施 実施率（％） 

委員の公募 ５ ７ ４１．７ 

会議の公開 ７ ５ ５８．３ 

会議録の公表 １０ ２ ８３．３ 

 

 ⑶ 「パブリック・コメント手続」について 

「パブリック・コメント手続」の実施件数は、昨年度（４件）と比較すると、施策

等の策定案件自体が少なかったこともあり、３件に減少しています。 

また、個々の案件に対する意見提出者数は、実施した３件のうち、一番多い意見の

提出がありました「公共施設等総合管理計画策定事業」でも６人であり、十分とは言

い難い結果でした。 

少数であっても有益な意見が寄せられることもありますので、一概に提出者数や件

数のみで良し悪しを判断することはできませんが、パブリック・コメント制度が市民

に対して十分に浸透していないことも事実です。 

今後は、制度の啓発に一層尽力するとともに、できるだけ多くの意見がいただける

よう、市民への周知方法の改善を図っていく必要があると考えます。 

 

 (4) 全体について 

平成 28年度においては、11課の 20事業で 23件の市民参加手続が実施され、昨年度

（９課の 15事業で 29件実施）と比較すると、「手続を実施した課」は増加したものの、

「事務事業数」及び「実施件数」は減少しています。 

条例第５条第２項に「市は、施策等の実施において市民参加を推進するよう努めな

ければならない。」とあるように、引き続き市民参加の推進に向けて、全庁的に努力

し続けていく必要があります。 

全庁的に市民参加を推進していくためには、職員全体の意識を今以上に向上させる

ことが不可欠と考えます。 

 

以上の結果及び課題を踏まえ、引き続き制度改善に向けた調査・研究に努め、市民協

働による魅力ある地域社会の実現を目指し、更なる市民参加の推進に取り組んでいきま

す。 

平成 29年６月 26日 

市長公室企画政策課 


